
 

 

 

 

 

シーニックバイウェイ北海道ルート審査委員会 

委員の任命について 

 

 

 シーニックバイウェイ北海道実施要綱第 11 条にもとづき、ルート審査委員を

次の通り任命する。 

 なお、任期については、2年後のシーニックバイウェイ北海道推進協議会開催

日までとする。 

 

 

■ 委員名簿（敬称略、五十音順） 

 

日本国際観光学会 顧問              石山 醇 

 

ＮＰＯ法人日本風景街道コミュニティ 理事     臼井 純子 

 

北海道大学名誉教授                小林 英嗣 

一般社団法人 都市・地域共創研究所 代表理事 

 

北海道大学 公共政策大学院 院長         高野 伸栄（※１） 

  （いずれも再任） 

 

 

 

 

 

※１：高野伸栄の任期については、所属先の規定に伴い 1 年後のシーニックバ

イウェイ北海道推進協議会開催日までとする。 

※２：石田東生委員（筑波大学特命教授）の任期については、平成 31 年 5 月 31

日迄となっているが、次年度のシーニックバイウェイ北海道推進協議会

開催日までとする予定。 
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